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平成26年医療施設静態調査の協力依頼について

医療施設調査につきましては、かねてから多大なる御協力を賜り厚く御礼申し上

げます。

本調査は、全国の医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療

施設の診療機能を把握し医療行政の基礎資料を得るために、統計法（平成19年法律

第53号）に基づく基幹統計調査として 3年ごとに実施しております。

本年は別添「平成26年に実施する医療施設静態調査の概要j により実施する

こととしましたので、引き続き貴会の御協力をいただきたく、格段の御配慮、をお願

い申し上げます。

また、貴会から各都道府県支部等への周知及び協力依頼につきましでも、あわせ

てお願い申し上げます。

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/admininfo/



別添

平成26年に実施する医療施設静態調査の概要

1 調査の目的

この調査は、病院及び診療所（以下「医療方笛受J~＼； ＼う。）の分布及ひ濫備の実態を明ら

かにするとともに、医療施設の診痢幾能を把握し、医尉子政の基礎資料を得ることを目的と

して3年周期で鶏包する。

2 調査の対象

平成26年10月1日午前零時現在において、医療法に基づ、き開設の許可又は届出を行ってしも

すべての医療方信丸

3 調査の期日

平成26年 10月1日（水）とする。

4 調査事項

名称、所在地、開設者、診療科目、設備、従事者の数及びその勤務の状況、許可病床数、

、社会保険診療等の状況、救急医療体制の状況、診療及叶食査の実施の状況、その他関連する

事項

5 調査の方法

医療施設の管理者が調査票に記入する方式による。

なお、従来の紙の調査票及び言語湖句記録媒体（CD~R等）による電子調査票の提出のほ

か、政府統計共同利用システムを利用したオンライン調査票による提出（病院及び一部の一

般診療所）の3種類の回答を可とする。

6 調査の系統

厚生労働省一一一一都道府県 保健所一一一一医療施設L保健所を設置する市」

特別区

7 結果の集計・公表

集計は、厚生労働省大臣官房統計情報部において行い、結果は集計後すみやかに企ミ表する。
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